
調布市指定地域密着型サービス整備運営事業者公募要項
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資金計画書

収支見込シミュレーション（５年間）（ＧＨ）

借入返済計画表

近隣説明状況報告書

・ファイルへの綴じ方

・インデックスの添付方法

収支見込シミュレーション積算根拠(記入例)　※別ファイル

介護保険法第７８条の２第４項各号の規定等に該当
しない旨の誓約書

収支見込シミュレーション（５年間）（（看）小多機等）

収支見込シミュレーション（５年間）（その他）

介護保険法第７８条の２第４項各号及び第１１５条の
１２第２項各号の規定等に該当しない旨の誓約書

事業開設スケジュ―ル

実施予定事業の定員等の計画（看多機）

勤務形態一覧表（定期巡回）　※別ファイル

勤務形態一覧表（認デイ）　※別ファイル

勤務形態一覧表（小多機）※別ファイル

勤務形態一覧表（ＧＨ）　※別ファイル

勤務形態一覧表（看多機）※別ファイル

事業計画提案書（ＧＨ）

事業計画提案書（定期巡回）

事業計画提案書（看多機）

事業計画提案書（小多機）

離職率一覧表　※別ファイル

実施予定事業の定員等の計画（ＧＨ）
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・公募（選定）全般について
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32
整備及び事業予定地等の案内図・
周辺地図

― ・周辺の状況のわかるもの

（様式11-4
記入例）

・収入，支出すべての費目について算出根拠を提出すること。
・併設施設分も作成し提出すること。

30 平面図・立面図・配置図 ―

・各階平面図（室別面積が記入してあるもの，別添可）
・日中・夜間の部屋の使い方が具体的にわかるようにそれぞれの図面を
示してください（夜間については日中と配置図を変更する場合のみ添付）
・既存建物を利用（改修）する場合は，改修部分が分かるものを用意してく
ださい。また，検査済証や耐震状況が分かる資料も併せて添付すること

31 整備予定地等の概況写真 ―
・写真の撮影場所・撮影方向が分かるよう，図面とリンクさせること
・既存建物を利用（改修）する場合は，建物内の主要部分を含むこと

28
整備予定地や物件等の権利関係が
確認できる書類

―
・土地・建物の権利関係が確認できるもの（登記簿謄本，賃貸借契約書・
売買契約書・売買契約確定書（自己所有除く）等）
・借地・借家に関する合意書，長期使用についての確約書または覚書等

29 近隣説明状況報告書 様式13
・申込時点で最新の報告書を提出すること
・提出後も近隣説明を実施した場合は，市へ報告すること

26 借入返済計画表 様式12 ・融資元ごとに作成

27 公図（写） ― ・最新のもの（3か月以内に発行されたものに限る）※定期巡回不要

25 収支見込シミュレーション積算根拠

22 事業開設スケジュ―ル 様式9
・設計期間・入札手続き・建設工事（着工・竣工）・指定申請・補助金・職
員採用・研修等，事業計画の遂行に係る手続き等のスケジュール

23 資金計画書 様式10
・寄付金，出資金が有る場合は，その決定を記したもの（理事会議事録，
念書等）を添付すること
・個人資金がある場合は，直近の預金残高証明書（通帳のコピー可）

21 離職率一覧表（都内事業所） 様式8-5 ・当該サービスの直近3か年分

24 収支見込シミュレーション（５年間）
様式11-1，11-
2，11-3のいず

れか

・介護報酬は現行制度で適用し，算定根拠を添付すること
・事業所ごとに作成

19
従業者の勤務の体制及び勤務形態
一覧表

様式
7-1～4

・実施予定事業ごとに作成

20 事業計画提案書
様式

8-1～4
・具体的に記載すること。必要に応じて枠を拡大してください
・各種マニュアル，説明エリアを添付すること

17 過去の指導検査結果 ―
・直近3か年分の監査・指導通知・改善報告書，虐待調査の有無，虐待
調査結果等に関する資料

18 実施予定事業の定員等の計画
様式

6-1～6
・実施予定事業ごとに，従業者・居室面積・利用者負担等について作成

15 法人名義の預金残高証明書 ― ・直近2か年の各1月5日付けのもの。

16 法人市民税の滞納の有無 ― ・調布市及び法人所在地の市税を現に滞納していない者であることの証明書

13 資産の状況 ― ・資産の内容が分かるものを添付すること（固定資産台帳，目録等）

14 収支予算書 ― ・直近1年度分，法人全体のもの

11 役員（予定）構成 様式5

12 決算報告書 ― ・直近3か年分（貸借対照表，損益計算書，キャッシュフロー計算書等）

9 代表者経歴書 様式3
・研修受講済の場合，修了証の写しを添付すること
・法人の代表でなければ法人組織図を添付

10 管理者・計画作成担当者等経歴書 様式4 ・資格証及び研修受講済の場合は修了証の写しを添付すること

7 就業規則 ― ・最新のもの

8 給与規程 ― ・最新のもの（※就業規則に給与規程が含まれている場合は省略可）

6 法人定款 ― ・最新のもの（事業目的欄に申請する介護保険サービスが記載or議事録）

・全項目省略不可

4 法人の沿革 様式2-2
・法人の設立からを簡潔に記載
・概要が分かるパンフレット等を添付

5 法人登記簿謄本 ― ・最新のもの（3か月以内に発行されたものに限る）

33
介護保険法第７８条の２第４項各号
（及び第１１５条の１２第２項各号）の
規定等に該当しない旨の誓約書

様式14-1又
は様式14-2

提出書類一覧（※提出書類の先頭に綴り，書類確認用にご利用ください）

No. 提出書類 様式 記入上の注意事項
事業者
確認欄

1 提出書類一覧 ― 本用紙

2 事業計画書の提出について 様式1

3 事業計画書 様式2-1



【様式1】

令和 年 月 日

調布市長　宛

　１　応募する事業の種別及び整備圏域　　　

 ※該当するサービスに○印をつけること。

　２　添付資料

別紙提出書類一覧のとおり

　３　併設の場合

□ 一方が選定されなくても整備 □ その他（ ）

□ 一方が選定されなければ辞退

【担当者連絡先】

電 話 番 号

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

ﾒｰﾙｱﾄ ﾞ ﾚｽ

所 属

氏 名

連絡先住所

(介護予防)認知症対応型共同生活介護

看護小規模多機能型居宅介護

(介護予防)認知症対応型通所介護

(介護予防)小規模多機能型居宅介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

地域密着型通所介護

令和　　年度地域密着型サービス事業計画書の提出について

　このことについて，調布市における地域密着型サービス事業を計画しておりますので，関係書類を添
えて下記のとおり提出いたします。

記

事　　業　　種　　別
応募事業
（○印）

整備圏域

代表者職・氏名

所 在 地

法 人 名



【様式2-1】

〒 －

□ 既設 □ 社会福祉法人 □ 医療法人

□ 新設 （ 年 月予定） □ NPO法人 □ 株式会社 □ その他

□ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 □ 地域密着型通所介護

□ （介護予防）認知症対応型通所介護 □ （介護予防）小規模多機能型居宅介護

□ （介護予防）認知症対応型共同生活介護 □ 看護小規模多機能型居宅介護

□ 有り □ 無し ※認知症対応型共同生活介護のみ記入

□ 有り（ 【定員： 人】） □ 無し

人 （ ユニット）※認知症対応型共同生活介護のみ記入

〔　整備圏域 ： 小学校区域　〕

〒 －

【アクセス】最寄駅： 移動手段（ ）： 分

□ 宅地（ ）　 □ 更地 □ ）

□ 所有 □ 取得予定（ 頃） □ 借地（ 年間） □ 借家のみ

％ ％

□ ） □ 無し 幅員① ｍ 幅員② ｍ

㎡ ㎡

階 階

□ スプリンクラー □ 自動火災報知設備（Ａ） □ 火災通報装置（Ｂ） □ ＡとＢの連動

□ 設置する（ストレッチャー対応） □ 設置しない（理由： ）

□ 法人が新築 □ 法人が改修 □ オーナーが新築 □ オーナーが改修

□ 所有 □ ） □ ） □ 無し

年 月 日 年 月 日

年 月 日 年 月 日

□ 活用する ( □ 整備費 □ ）

【補助金が採択されなかった場合】

□ 補助なしで実施 □ 実施を辞退する □ その他（ ）

□ 活用しない

【全国】

【調布市】

※　地域密着型サービスを２つ以上併設する場合は，事業種別ごとに作成すること。

開設準備経費

主な介護保険
事業実績

※パンフレット等の
添付可

補助金申請

抵 当 権 有り（

施 工 予 定 令和 開 設 予 定 令和

着 工 予 定 令和

消 防 設 備

エ レ ベ ー タ ー
建
物
概
要

建 築 面 積 延 床 面 積

構 造 （ 耐 火 ） 造（耐火・準耐火・無） 階 数 地上

契 約 予 定 令和

整 備 内 容

建 物 権 利 賃借（

容 積 率

抵 当 権 有り（ 接 道 の 状 況

地下

建 ぺ い 率

敷 地 面 積 ㎡（公図・実測） 用 途 地 域

土 地 の 状 況 その他（

事業所予定地

　　　　　　　　

事
業
種
別

短期利用共同生活介護の実施予定

併 設 施 設

開
設
・
建
設
予
定
地
の
状
況

土 地 権 利

（ 登 録 ） 定 員

事業所名（仮称）

地域密着型サービス事業計画書（1/2）

法
人

法 人 名

法 人 所 在 地

法 人 代 表 者

法 人 種 別



【様式2-1】

※　地域密着型サービスを２つ以上併設する場合は，事業種別ごとに作成すること。

地域密着型サービス事業計画書（2/2）

計画した動機
・

事業の目的・展望

その他

福祉・介護保険
事業への理念・考え

経営理念
（収支・適正化）



【様式2-2】

法人の沿革（法人の設立から今日まで，簡潔に記入してください）

年月 内容



【様式3】

〒 －

備考
◆研修等の受講状況について 受講済み 未受講

（該当部分にチェック）

（ 年度）

（ 年度）

（ 年度）

1
2

3

代表者の定義は「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準につ
いて」第３四２(3)参照。
当該代表者が管理する事業所・施設が複数の場合は，「事業所又は施設名」欄を適宣拡張して，その
全てを記入してください。

研修名 修了者番号

備考 住所・電話番号は，自宅のものを記入してください。

研修名 修了者番号

研修名 修了者番号

事業所又は施設名（事業所番号） 所在地

職務に関連する資格
資格の種類 資格取得年月

主な職歴等

年　月　～　年　月 勤務先等 職務内容

住所 連絡先

代表者経歴書
（開設者研修受講確認書）

事業者名（法人名・代表者名）

フリガナ

生年月日 　　　年　　　月　　　日
氏名



【様式4】

管理者 計画作成担当者（計画作成責任者）

オペレーター

〒 －

備考
◆研修等の受講状況について 受講済み 未受講

（該当部分にチェック）

（ 年度）

（ 年度）

（ 年度）

備考１
2

住所・電話番号は，自宅のものを記入してください。
計画作成担当者と兼務している場合は，「管理者兼計画作成担当者　経歴書」としてください。

研修名 修了者番号

研修名 修了者番号

研修名 修了者番号

職務に関連する資格
資格の種類 資格取得年月

主な職歴等

年　月　～　年　月 勤務先等 職務内容

住所 連絡先

管理者・計画作成担当者等経歴書

事業所又は施設の名称

職務

フリガナ

生年月日
氏名



【様式5】

理事会・役員会の過去１年間の開催状況･議事内容等

【備考】 当該法人の役員（業務を執行する社員，取締役，執行役またはこれらに準ずる者をいい，相談役，顧
問，その他いかなる名称を有する者であるかを問わず，法人に対し業務を執行する社員，取締役，執
行役またはこれらに準ずる者と同等の支配力を有するものと認められる者を含む。）および事業所を管
理する者について記入してください。

役員（予定）構成

法人名

役職名・呼称
フリガナ

氏名
生年月日 現在の役職



【様式6-1】

円

円

円

円

備考 １
２

常勤換算後の人数（人）

利用者負担は１か月（30日分）の費用を記入すること。
介護保険自己負担額は除く。

利用者負担
（項目が足りない場合は
追加してください。）

項目 費用額

常勤（人）

非常勤（人）

非常勤（人）

常勤換算後の人数（人）

常勤（人）

専従 兼務 専従 兼務

訪問看護サービス
（看護職員）

計画作成責任者

従業者の職種・員数
定期巡回サービス 随時訪問サービス

随時対応サービス
（オペレーター）

専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務

オペレーションセンター
の有無

有　　　・　　　無

オペレーションセンター
の箇所数

箇所

利用定員 人

実施予定事業の定員等の計画（定期巡回・随時対応型訪問介護看護）

実施予定事業 □ 介護看護一体型 □ 介護看護連携型



【様式6-2】

円

円

円

円

備考 １

㎡

サービス提供時間

介護保険自己負担額は除く。

営業日

営業時間

食堂及び機能訓練室の
合計面積(利用定員×３
㎡以上)
＊内法

従業者の職種・員数
機能訓練指導員

専従 兼務

常勤（人）

利用者負担
（項目が足りない場合は
追加してください。）

項目 費用額

非常勤（人）

非常勤（人）

常勤（人）

利用定員 人

従業者の職種・員数
生活相談員 看護職員 介護従業者

専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務

実施予定事業の定員等の計画（認知症対応型通所介護）

実施予定事業 □ 認知症対応型通所介護 □ 介護予防認知症対応型通所介護



【様式6-3】

円

円

円

円

円

備考 １ 介護保険自己負担額は除く。

営業日

営業時間

利用者負担
（項目が足りない場合は
追加してください。）

項目 費用額

サービス提供時間

人

兼務

常勤（人）

登録定員 人
通いサービスの
利用定員

非常勤（人）

専従

居間及び食
堂の合計面
積（内法）

㎡

個室数

建　物　構　造　概　要

常勤換算後の人数（人）

㎡

宿泊サービスの利用定
員から個室数を減じた
数

個室以外の宿泊室の合
計面積（内法）

実施予定事業の定員等の計画（小規模多機能型居宅介護）

実施予定事業 □ 小規模多機能型居宅介護 □ 介護予防小規模多機能型居宅介護

宿泊サービスの
利用定員

人

従業者の職種・員数
介護従事者 うち看護職員

兼務 専従

介護支援専門員

専従 兼務

個室一室あたり
の面積（内法）

㎡



【様式6-4】

円

円

円

円

円

円

円

円

備考 １
２

利用者負担は１か月（30日分）の費用を記入すること。
介護保険自己負担額は除く。

光熱水費

共益費

敷金

１室あたりの居室面積
（内法）

㎡

利用者負担
（項目が足りない場合は
追加してください。）

項目 費用額

居住費（家賃相当額）

食材料費

常勤換算後の人数（人）

常勤（人）

従業者の職種・員数

ユニット１の
介護従業者

ユニット２の
介護従業者

計画作成担当者

専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務

非常勤（人）

人

実施予定事業の定員等の計画（認知症対応型共同生活介護）

実施予定事業 □ 認知症対応型共同生活介護 □ 介護予防認知症対応型共同生活介護

共同生活住居数 ユニット 利用定員



【様式6-5】

円

円

円

円

円

備考 １

介護支援専門員

専従 兼務

介護保険自己負担額は除く。

営業時間

利用者負担
（項目が足りない場合は
追加してください。）

項目 費用額

サービス提供時間

常勤換算後の人数（人）

営業日

常勤（人）

非常勤（人）

従業者の職種・員数
介護従事者 うち看護職員

専従 兼務 専従 兼務

実施予定事業の定員等の計画（看護小規模多機能型居宅介護）

実施予定事業 □ 看護小規模多機能型居宅介護

登録定員 人
通いサービスの
利用定員

人
宿泊サービスの
利用定員

人

建　物　構　造　概　要

居間及び食
堂の合計面
積（内法）

㎡

個室数
宿泊サービスの利用定
員から個室数を減じた
数

個室一室あたり
の面積（内法）

㎡
個室以外の宿泊室の合
計面積（内法）

㎡



【様式6-6】

□ 人 ） □ 無

円

円

円

円

備考 １

従業者の職種・員数 食堂及び機能訓練室の
合計面積(利用定員×３
㎡以上)
＊内法

㎡
専従 兼務

常勤（人）

非常勤（人）

機能訓練指導員

介護保険自己負担額は除く。

利用者負担
（項目が足りない場合は
追加してください。）

項目 費用額

営業日

営業時間

宿泊サービスの提供 有（定員：

サービス提供時間

非常勤（人）

常勤（人）

従業者の職種・員数
生活相談員 看護職員 介護従業者

専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務

実施予定事業の定員等の計画（地域密着型通所介護）

実施予定事業 □ 地域密着型通所介護

利用定員 人



【様式8-1】

法人名 ：

実施予定事業 ：

１　法人運営について

２　事業所運営について

(1)　認知症対応型共同生活介護の基本方針・運営理念について

事業計画提案書

認知症対応型共同生活介護

(1)　当該サービス・地域密着型サービス・介護保険サービス・調布市内での運営実績，足りない実績・経験・知
識等を補うための対策・対応等について（法人パンフレット等添付。ボランティア，実習生の受け入れ，研修実績
等含む）

(2)　個人情報の取扱い及び守秘義務に関する認識，指針や体制づくり，職員への周知等の取組について

(3)　自己評価・外部評価（第三者評価）の実施・改善及び情報の公表・提供（隠蔽・囲い込み等の防止含む）に
関する認識・取組について

(4)　介護保険法・労働基準法・地域密着型サービス基準等の法令遵守に関する取組，実地指導・検査等の検
証及び改善取組について



(7)　衛生管理体制・感染症対策等の取組について（※既存事業所でのマニュアル等添付可）

(2)　地域包括ケアシステムの中で担う役割，システムの深化・推進への貢献・取組について

(3)　サービスの質の向上に関する取組について

(4)　利用者・家族・地域等からの要望・苦情・相談への対応・対策・取組等について

(5)　非常時・災害時の安全対策，職員体制等への取組，危機管理の方針について（※既存事業所でのマニュ
アル等添付可）

(6)　緊急・事故発生時の対応，事故・再発防止等について（※既存事業所でのマニュアル等添付可）



３　サービスについて

４　土地・建物・設備・図面について

(2)　施設や設備面において，利用者・従業員等へ配慮したこと，独自に取り組まれたことについて

(1)　日常生活上の支援，認知症高齢者ケア，自立支援等に関する方針・取組について

(2)　看取り・中重度者の受け入れを含めた重度化への対応方針・取組について

(3)　人格尊重・尊厳保持（身体拘束，虐待等）・権利擁護等に関する認識・方針・取組について

(4)　利用料金（設定根拠，低所得者配慮，生活保護の受入，利用者説明・理解等）に関する取組について

(1)　立地条件・特徴の評価，生活環境・周辺環境との関わり方やその取組について



５　連携について

(5)　運営推進会議の意義・取組について

(3)　衛生面，防災面，災害面，バリアフリー等への配慮・取組について

(1)　地域や関係団体との連携・協力・交流，地域資源の活用・理解のための取組について

(2)　家族との連携・協力・参加・支援に関する考え方・取組について

(3)　医療機関（歯科・薬剤含む），訪問看護との連携・協力について

(4)　行政，包括，居宅，他介護サービス事業所等との連携・協力について



６　職員の教育について

７　本事業の計画書提出にあたり，特に配慮した点，ＰＲ（強味・売り・特徴），先駆的取組等（自由記載）

(4)　職員給与・職場環境・労働条件・処遇改善に関する方針，ハラスメント対策，離職率を踏まえた改善策・取
組について

(1)　職員配置に関する考え方・認識・方針について

(2)　職員採用・人材確保に関する考え方・取組，人材不足への対応について

(3)　職員育成・研修計画の具体的方針，フォローアップ・資格取得等の支援体制等について



【様式8-2】

法人名 ：

実施予定事業 ：

１　法人運営について

事業計画提案書

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(1)　当該サービス・地域密着型サービス・介護保険サービス・調布市内での運営実績，足りない実績・経験・
知識等を補うための対策・対応等について（法人パンフレット等添付。ボランティア，実習生の受け入れ，研修
実績等含む）

(2)　個人情報の取扱い及び守秘義務に関する認識，指針や体制づくり，職員への周知等の取組について

(3)　自己評価・外部評価（第三者評価）の実施・改善及び情報の公表・提供（隠蔽・囲い込み等の防止含む）
に関する認識・取組について

(4)　介護保険法・労働基準法・地域密着型サービス基準等の法令遵守に関する取組，実地指導・検査等の
検証及び改善取組について



２　事業所運営について

(7)　緊急・事故発生時の対応，事故・再発防止等について（※既存事業所でのマニュアル等添付可）

(2)　地域包括ケアシステムの中で担う役割，システムの深化・推進への貢献・取組について

(3)　サービスの質の向上に関する取組について

(4)　将来的な事業の展開，利用者確保の取組について

(5)　利用者・家族・地域等からの要望・苦情・相談への対応・対策・取組等について

(6)　非常時・災害時の安全対策，職員体制等への取組，危機管理の方針について（※既存事業所でのマ
ニュアル等添付可）

(1)　定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本方針・運営理念について



３　サービスについて

(8)　衛生管理体制・感染症対策等の取組について（※既存事業所でのマニュアル等添付可）

(1)　定期巡回・随時訪問・訪問看護サービスの提供に関する考え方・取組について

(2)　在宅生活の支援，認知症高齢者ケア，自立支援等に関する方針・取組について

(3)　看取り・中重度者の受け入れを含めた重度化への対応方針・取組について

(4)　人格尊重・尊厳保持（身体拘束，虐待等）・権利擁護等に関する認識・方針・取組について



４　土地・建物・設備・図面について

５　連携について

(2)　施設や設備面において，従業員等へ配慮したことについて

(1)　地域や関係団体との連携・協力・交流，地域資源の活用・理解のための取組について

(2)　家族との連携・協力，在宅支援（負担軽減等）に関する考え方・取組について

(3)　医療機関（歯科・薬剤含む），訪問看護との連携・協力について

(4)　行政，包括，居宅，他介護サービス事業所等との連携・協力について

(1)　立地条件・特徴の評価，サービス提供への影響等について



６　職員の教育について

７　本事業の計画書提出にあたり，特に配慮した点，ＰＲ（強味・売り・特徴），先駆的取組等（自由記載）

(4)　職員給与・職場環境・労働条件・処遇改善に関する方針，ハラスメント対策，離職率を踏まえた改善策・
取組について

(1)　職員配置に関する考え方・認識・方針について

(2)　職員採用・人材確保に関する考え方・取組，人材不足への対応について

(3)　職員育成・研修計画の具体的方針，フォローアップ・資格取得等の支援体制等について

(5)　介護・医療連携推進会議の意義・取組について



【様式8-3】

法人名 ：

実施予定事業 ：

１　法人運営について

事業計画提案書

看護小規模多機能型居宅介護

(1)　当該サービス・地域密着型サービス・介護保険サービス・調布市内での運営実績，足りない実績・経験・
知識等を補うための対策・対応等について（法人パンフレット等添付。ボランティア，実習生の受け入れ，研修
実績等含む）

(2)　個人情報の取扱い及び守秘義務に関する認識，指針や体制づくり，職員への周知等の取組について

(3)　自己評価・外部評価（第三者評価）の実施・改善及び情報の公表・提供（隠蔽・囲い込み等の防止含む）
に関する認識・取組について

(4)　介護保険法・労働基準法・地域密着型サービス基準等の法令遵守に関する取組，実地指導・検査等の
検証及び改善取組について



２　事業所運営について

(2)　地域包括ケアシステムの中で担う役割，システムの深化・推進への貢献・取組について

(3)　サービスの質の向上に関する取組について

(4)　利用者・家族・地域等からの要望・苦情・相談への対応・対策・取組等について

(5)　非常時・災害時の安全対策，職員体制等への取組，危機管理の方針について（※既存事業所でのマ
ニュアル等添付可）

(6)　緊急・事故発生時の対応，事故・再発防止等について（※既存事業所でのマニュアル等添付可）

(1)　看護小規模多機能型居宅介護の基本方針・運営理念について



３　サービスについて

(1)　通所・訪問介護・訪問看護・宿泊サービスの提供に関する考え方・取組について

(2)　在宅生活の支援，認知症高齢者ケア，自立支援等に関する方針・取組について

(3)　看取り・中重度者の受け入れを含めた重度化への対応方針・取組について

(4)　人格尊重・尊厳保持（身体拘束，虐待等）・権利擁護等に関する認識・方針・取組について

(5)　低所得者に配慮した利用料金の設定・算出根拠について

(7)　衛生管理体制・感染症対策等の取組について（※既存事業所でのマニュアル等添付可）



４　土地・建物・設備・図面について

５　連携について

(4)　行政，包括，居宅，他介護サービス事業所等との連携・協力について

(2)　施設や設備面において，利用者・従業員等へ配慮したこと，独自に取り組まれたことについて

(3)　衛生面，防災面，災害面，バリアフリー等への配慮・取組について

(1)　地域や関係団体との連携・協力・交流，地域資源の活用・理解のための取組について

(2)　家族との連携・協力，在宅支援（負担軽減等）に関する考え方・取組について

(3)　医療機関（歯科・薬剤含む），訪問看護との連携・協力について

(1)　立地条件・特徴の評価，生活環境・周辺環境との関わり方やその取組について





６　職員の教育について

７　本事業の計画書提出にあたり，特に配慮した点，ＰＲ（強味・売り・特徴），先駆的取組等（自由記載）

(5)　運営推進会議の意義・取組について

(1)　職員配置に関する考え方・認識・方針について

(2)　職員採用・人材確保に関する考え方・取組，人材不足への対応について

(3)　職員育成・研修計画の具体的方針，フォローアップ・資格取得等の支援体制等について

(4)　職員給与・職場環境・労働条件・処遇改善に関する方針，ハラスメント対策，離職率を踏まえた改善策・
取組について



【様式8-4】

法人名 ：

実施予定事業 ：

１　法人運営について

事業計画提案書

小規模多機能型居宅介護

(1)　当該サービス・地域密着型サービス・介護保険サービス・調布市内での運営実績，足りない実績・経験・
知識等を補うための対策・対応等について（法人パンフレット等添付。ボランティア，実習生の受け入れ，研修
実績等含む）

(2)　個人情報の取扱い及び守秘義務に関する認識，指針や体制づくり，職員への周知等の取組について

(3)　自己評価・外部評価（第三者評価）の実施・改善及び情報の公表・提供（隠蔽・囲い込み等の防止含む）
に関する認識・取組について

(4)　介護保険法・労働基準法・地域密着型サービス基準等の法令遵守に関する取組，実地指導・検査等の
検証及び改善取組について



２　事業所運営について

(2)　地域包括ケアシステムの中で担う役割，システムの深化・推進への貢献・取組について

(3)　サービスの質の向上に関する取組について

(4)　利用者・家族・地域等からの要望・苦情・相談への対応・対策・取組等について

(5)　非常時・災害時の安全対策，職員体制等への取組，危機管理の方針について（※既存事業所でのマ
ニュアル等添付可）

(6)　緊急・事故発生時の対応，事故・再発防止等について（※既存事業所でのマニュアル等添付可）

(1)　小規模多機能型居宅介護の基本方針・運営理念について



３　サービスについて

(1)　通所・訪問介護・宿泊サービスの提供に関する考え方・取組について

(2)　在宅生活の支援，認知症高齢者ケア，自立支援等に関する方針・取組について

(3)　看取り・中重度者の受け入れを含めた重度化への対応方針・取組について

(4)　人格尊重・尊厳保持（身体拘束，虐待等）・権利擁護等に関する認識・方針・取組について

(5)　低所得者に配慮した利用料金の設定・算出根拠について

(7)　衛生管理体制・感染症対策等の取組について（※既存事業所でのマニュアル等添付可）



４　土地・建物・設備・図面について

５　連携について

(2)　施設や設備面において，利用者・従業員等へ配慮したこと，独自に取り組まれたことについて

(3)　衛生面，防災面，災害面，バリアフリー等への配慮・取組について

(1)　地域や関係団体との連携・協力・交流，地域資源の活用・理解のための取組について

(2)　家族との連携・協力，在宅支援（負担軽減等）に関する考え方・取組について

(3)　医療機関（歯科・薬剤含む），訪問看護との連携・協力について

(1)　立地条件・特徴の評価，生活環境・周辺環境との関わり方やその取組について



６　職員の教育について

(5)　運営推進会議の意義・取組について

(1)　職員配置に関する考え方・認識・方針について

(2)　職員採用・人材確保に関する考え方・取組，人材不足への対応について

(3)　職員育成・研修計画の具体的方針，フォローアップ・資格取得等の支援体制等について

(4)　職員給与・職場環境・労働条件・処遇改善に関する方針，ハラスメント対策，離職率を踏まえた改善策・
取組について

(4)　行政，包括，居宅，他介護サービス事業所等との連携・協力について



７　本事業の計画書提出にあたり，特に配慮した点，ＰＲ（強味・売り・特徴），先駆的取組等（自由記載）



【様式9】

◎

事業開設スケジュール〔令和　　年度〕

事業所名（仮称）

開設までのスケジュール（設計，施行（着工，竣工等），職員採用，近隣住民説明，研修，運営規程作成，
補助金，退去スケジュール等記載）　※任意様式可

年 月 スケジュール内容



【様式10】

令和　　年　　月　　日現在

実施予定事業

（単位：円）

○○○（施設種別） ○○○（施設種別）

理事会議録，念書等を添付

理事会議録，念書等を添付

※併設施設がある場合は，すべて記載すること。（列を追加しても構いません。）
※財源の項目は必要に応じて追加すること。
※土地購入費等がある場合，根拠書類を添付すること。
※運転資金は，年間事業費（収支シミュレーション１年目の支出計）の１２分の３以上を計上し，財源は自己資金で確保すること。
※本資金計画における自己資金（合計）を十分に確保しているか，預金残高証明等で確認すること。
※ご記入いただく補助金の額は確定したものではありません。

償還期間（　　　　　　年）

合　　計

その他（　　　　　　　　　　　　　　）

合　　計

借
入
金
内
訳

借入先１

金融機関名（　　　　　　　　　　　）

折衝状況（　　　　　　　　　　　　　）

償還期間（　　　　　　年）

借入先２

金融機関名（　　　　　　　　　　　）

折衝状況（　　　　　　　　　　　　　）

運転資金

その他（　　　　　　　　　　　　　　）

合　　　計

資
金
計
画
内
訳

自己資金
法人預金

その他（　　　　　　　　　　　　　　）

整備費補助金

借入金（元金を記入）

その他

寄付金

出資金

開設準備経費補助金

項　　目
金　　　額

備　　考

事
業
費
内
訳

土地取得関係

用地取得費

敷金・手付け金等

その他（　　　　　　　　　　　　　　）

施設整備費

建設費（改修費を含む）

設計費

敷金・手付け金等

その他（　　　　　　　　　　　　　　）

その他経費

備品購入費

開設準備資金

事業所名（仮称）

　　　　　　　　　　資 金 計 画 書

法　人　名



名称： （定員　　　　　名） 運営主体：　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（単位：円）

項　　　　　目 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目

稼動年月 ～ ～ ～ ～ ～

稼動率

【収　入】

介護保険報酬 要介護度想定○

家　 賃

食材費

光熱水費

共益費

その他の日常生活費

その他

収 入 計　　　　　　　　　　　Ａ

【支　出】

給与費

法定福利費

福利厚生費

委託料

消耗品費・事務経費

地代等

支払い利子等

利用者実費負担費用

その他

支 出 計　　　　　　　　　　　Ｂ

減価償却前損益　Ｃ＝Ａ－Ｂ

減価償却費　　　　　　　　 Ｄ

減価償却後損益　Ｅ＝Ｃ－Ｄ

税金関係　　　　　　       　Ｆ

税引後損益　　　  Ｇ＝Ｅ－Ｆ

借入金元金返済　    　　Ｈ

余　剰　金　 　Ｉ＝Ｃ－Ｆ－Ｈ

前年度繰越　　　　    　　Ｊ

翌年度繰越金　　Ｋ＝Ｊ＋Ｉ

【注　意】　

・施設整備費用は含めない。

・年度途中で開設の場合も，1年目から12ヶ月単位で作成すること。（7月開設ならば７月から翌年６月までの12ヵ月）

・減価償却は，（建築費（備品費）－補助金）÷財産の処分制限期間で計算すること。

・併設施設がある場合は，各施設分及び全体分をそれぞれ作成すること。

【様式11-1】

●●費

年利○．○％

月額○○○，○○○円

認知症高齢者グループホーム収支見込シミュレーション

備　　　　　考

＠　　　×定員×月数×稼働率

＠　　　×定員×月数×稼働率

＠　　　×定員×月数×稼働率

＠　　　×定員×月数×稼働率

法人税，固定資産税等

・稼働率は施設の種別や地域の実態に即して現実的な数値とし，１年目は８５％以下，２年目以降は９５％以下とすること。
　また，稼働率の設定根拠を添付すること。

改定率　　　年　　　％増

改定率　　　年　　　％増

改定率　　　年　　　％増

△△費，□□費

○○費，××費

・６年目以降は別葉とし，借入金元金の返済が終わるまでの期間について記入すること。
　また，借入金元金返済額，支払い利子額は借入金返済計画と一致させること。

・利用者実費負担費用は，利用者本人が負担する費用とし，収入の食材費，光熱水費，共益費，その他の日常生活費の合計
額と一致させること。

・要介護度は原則として２とすること。
　ただし，圏域内のＧＨの平均要介護度等を考慮し，より実態に即した数値に変更することは構わない。
　また，介護保険報酬は本人負担（１割）分を含めること。

・法定福利費及び福利厚生費について，グループホームの会計とは別に母体法人で負担している場合はその旨を記入するこ
と。



名称： （定員 登録  名 通い  名 宿泊  名）運営主体：　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（単位：円）

項　　　　　目 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目

稼動年月 ～ ～ ～ ～ ～

稼動率（平均）

　　稼動率（通い）

　　稼動率（宿泊）

【収　入】

介護保険報酬 要介護度想定２

宿泊費 ＠　　　×定員×月数×稼働率

食費（通い） ＠　　　×定員×月数×稼働率

食費（宿泊） ＠　　　×定員×月数×稼働率

その他

収 入 計　　　　　　　　　　　Ａ

【支　出】

給与費 改定率　　　年　　　％増

法定福利費 改定率　　　年　　　％増

福利厚生費 改定率　　　年　　　％増

委託料 ○○費，××費

消耗品費・事務経費 △△費，□□費

地代等 月額○○○，○○○円

支払い利子等 年利○．○％

利用者実費負担費用

その他 ●●費

支 出 計　　　　　　　　　　　Ｂ

減価償却前損益　Ｃ＝Ａ－Ｂ

減価償却費　　　　　　　　 Ｄ

減価償却後損益　Ｅ＝Ｃ－Ｄ

税金関係　　　　　　       　Ｆ 法人税，固定資産税等

税引後損益　　　  Ｇ＝Ｅ－Ｆ

借入金元金返済　    　　Ｈ

余　剰　金　 　Ｉ＝Ｃ－Ｆ－Ｈ

前年度繰越　　　　    　　Ｊ

翌年度繰越金　　Ｋ＝Ｊ＋Ｉ

【注　意】　

・施設整備費用は含めない。

・年度途中で開設の場合も，1年目から12ヶ月単位で作成すること。（7月開設ならば７月から翌年６月までの12ヵ月）

・要介護度は地域の実態に即して現実的な数値とし，介護保険報酬は本人負担（１割）分を含めること。

・減価償却は，（建築費（備品費）－補助金）÷財産の処分制限期間で計算すること。

・併設施設がある場合は，各施設分及び全体分をそれぞれ作成すること。

【様式11-2】

・６年目以降は別葉とし，借入金元金の返済が終わるまでの期間について記入すること。
　また，借入金元金返済額，支払い利子額は借入金返済計画と一致させること。

（看護）小規模多機能型居宅介護収支見込シミュレーション

備　　　　　考

・法定福利費及び福利厚生費について，看護小規模多機能型居宅介護の会計とは別に母体法人で負担している場合はそ
の旨を記入すること。

・稼働率は施設の種別や地域の実態に即して現実的な数値とし，１年目は８５％以下，２年目以降は９５％以下とすること。
　また，稼働率の設定根拠を添付すること。

・利用者実費負担費用は，利用者本人が負担する費用とし，収入の食材費，光熱水費，共益費，その他の日常生活費の合
計額と一致させること。



名称： 運営主体：　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（単位：円）

項　　　　　目 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目

稼動年月 ～ ～ ～ ～ ～

稼動率（平均）

【収　入】

介護保険報酬 要介護度想定２

収 入 計　　　　　　　　　　　Ａ

【支　出】

給与費 改定率　　　年　　　％増

法定福利費 改定率　　　年　　　％増

福利厚生費 改定率　　　年　　　％増

委託料 ○○費，××費

消耗品費・事務経費 △△費，□□費

地代等 月額○○○，○○○円

支払い利子等 年利○．○％

利用者実費負担費用

その他 ●●費

支 出 計　　　　　　　　　　　Ｂ

減価償却前損益　Ｃ＝Ａ－Ｂ

減価償却費　　　　　　　　 Ｄ

減価償却後損益　Ｅ＝Ｃ－Ｄ

税金関係　　　　　　       　Ｆ 法人税，固定資産税等

税引後損益　　　  Ｇ＝Ｅ－Ｆ

借入金元金返済　    　　Ｈ

余　剰　金　 　Ｉ＝Ｃ－Ｆ－Ｈ

前年度繰越　　　　    　　Ｊ

翌年度繰越金　　Ｋ＝Ｊ＋Ｉ

【注　意】　

・施設整備費用は含めない。

・年度途中で開設の場合も，1年目から12ヶ月単位で作成すること。（7月開設ならば７月から翌年６月までの12ヵ月）

・要介護度は地域の実態に即して現実的な数値とし，介護保険報酬は本人負担（１割）分を含めること。

・減価償却は，（建築費（備品費）－補助金）÷財産の処分制限期間で計算すること。

・併設施設がある場合は，各施設分及び全体分をそれぞれ作成すること。

・６年目以降は別葉とし，借入金元金の返済が終わるまでの期間について記入すること。
　また，借入金元金返済額，支払い利子額は借入金返済計画と一致させること。

【様式11-3】

収支見込シミュレーション

備　　　　　考

・稼働率は施設の種別や地域の実態に即して現実的な数値とし，１年目は８５％以下，２年目以降は９５％以下とすること。
　また，稼働率の設定根拠を添付すること。

・法定福利費及び福利厚生費について，当該サービスの会計とは別に母体法人で負担している場合はその旨を記入するこ
と。

・利用者実費負担費用は，利用者本人が負担する費用とし，収入の食材費，光熱水費，共益費，その他の日常生活費の合
計額と一致させること。



借入金 利率 0.0% 返済回数

（単位：円）

回数 元金 利子 元本返済額 返済額 元本残金

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 合計

【備考】

金融機関名

支店名

担当者名

連絡先

主要取引先と異なる場合その理由

【様式12】

借入金返済計画表



【様式13】

【学区域】

No.

【近隣エリア】※説明したエリアが分かる図面を添付すること

世帯

世帯

世帯

世帯

世帯

世帯

世帯

7

【 反対意見 ： 有 □　無 □ 】

6

【 反対意見 ： 有 □　無 □ 】

5

【 反対意見 ： 有 □　無 □ 】

4

【 反対意見 ： 有 □　無 □ 】

3

【 反対意見 ： 有 □　無 □ 】

2

【 反対意見 ： 有 □　無 □ 】

1

【 反対意見 ： 有 □　無 □ 】

No.
説明年月日 説明手法

整備に対する意見
説明エリア（住所） 世帯数

3

【 反対意見 ： 有 □　無 □ 】

2

【 反対意見 ： 有 □　無 □ 】

1

【 反対意見 ： 有 □　無 □ 】

近隣説明状況報告書

学校名 説明年月日 説明手法 整備に対する意見



【様式14-1】

令和 年 月 日

調　布　市　長　　宛

【介護保険法第七十八条の二第四項】

第七十八条の二　

一 　申請者が市町村の条例で定める者でないとき。 

三 　申請者が、第七十八条の四第二項又は第五項に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適
正な地域密着型サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。

介護保険法第７８条の２第４項各号の規定等に該当しない旨の誓約書

申請者

所在地

名称

代表者氏名

　申請者，申請者の法人役員等が下記のいずれにも該当しない者であること及び申請事項に虚偽がない
ことを誓約します。
　また，現在及び将来に渡って，申請者及び申請者の法人役員等が調布市暴力団排除条例第２条第３
号，第５号若しくは第６号に該当するもの又は関係を有するものでないことを誓約します。さらに，調布市
が，調布市暴力団排除条例第４条に基づき，必要に応じて，申請者及び申請者の法人役員等の情報を
警視庁に照会することについて，同意します。なお，その際は，調布市からの依頼に応じ，必要な情報提
供を迅速かつ誠意を持って行います。

記

４ 　市町村長は、第一項の申請があった場合において、次の各号（病院又は診療所により行われる複合型サービス（厚生労働省令で定める
ものに限る。第六項において同じ。）に係る指定の申請にあっては、第六号の二、第六号の三、第十号及び第十二号を除く。）のいずれかに該
当するときは、第四十二条の二第一項本文の指定をしてはならない。

二 　当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第七十八条の四第一項の市町村の条例で定める基準若しくは同項
の市町村の条例で定める員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準を満たしていないと
き。

四 　当該申請に係る事業所が当該市町村の区域の外にある場合であって、その所在地の市町村長（以下この条において「所在地市町村
長」という。）の同意を得ていないとき。

四の二 　申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

五 　申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執
行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

五の二 　申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける
ことがなくなるまでの者であるとき。

五の三 　申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、
当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き
続き滞納している者であるとき。

六 　申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
に係る指定の申請者を除く。）が、第七十八条の十（第二号から第五号までを除く。）の規定により指定（認知症対応型共同生活介護、地域
密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定を除く。）を取り消され、その取消しの日
から起算して五年を経過しない者（当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五
条 の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含
み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者で
あった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。）であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型サービ
ス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着
型サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型サービス事業者が
有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生
労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

六の二 　申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活
介護に係る指定の申請者に限る。）が、第七十八条の十（第二号から第五号までを除く。）の規定により指定（認知症対応型共同生活介
護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定に限る。）を取り消され、その
取消しの日から起算して五年を経過しない者（当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手
続法第十五条 の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過し
ないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業
所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。）であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定地域
密着型サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指
定地域密着型サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型サービ
ス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるも
のとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。



二　最低賃金法（昭和三十四年法律第百三十七号）第四十条の規定及び同条の規定に係る同法第四十二条の規定

三　賃金の支払の確保等に関する法律（昭和五十一年法律第三十四号）第十八条の規定及び同条の規定に係る同法第二十条の規定

九 　申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
に係る指定の申請者を除く。）が、法人で、その役員等のうちに第四号の二から第六号まで又は前三号のいずれかに該当する者のあるもの
であるとき。

六の三 　申請者と密接な関係を有する者（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者と密接な関係を有する者
を除く。）が、第七十八条の十（第二号から第五号までを除く。）の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過し
ていないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となっ
た事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況そ
の他の当該事実に関して当該指定地域密着型サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消し
に該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

七 　申請者が、第七十八条の十（第二号から第五号までを除く。）の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条 の規定
による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第七十八条の五第二項 の規定による事業の
廃止の届出をした者（当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。）又は第七十八条の八 の規定による指定の辞退をした者（当
該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。）で、当該届出又は指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

七の二 　前号に規定する期間内に第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止の届出又は第七十八条の八の規定による指定の辞
退があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人（当該事業の廃止について相当の理由がある
法人を除く。）の役員等若しくは当該届出に係る法人でない事業所（当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。）の管理者で
あった者又は当該指定の辞退に係る法人（当該指定の辞退について相当の理由がある法人を除く。）の役員等若しくは当該指定の辞退に
係る法人でない事業所（当該指定の辞退について相当の理由があるものを除く。）の管理者であった者で、当該届出又は指定の辞退の日
から起算して五年を経過しないものであるとき。

八 　申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

十 　申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
に係る指定の申請者に限る。）が、法人で、その役員等のうちに第四号の二から第五号の三まで、第六号の二又は第七号から第八号までの
いずれかに該当する者のあるものであるとき。

十一 　申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介
護に係る指定の申請者を除く。）が、法人でない事業所で、その管理者が第四号の二から第六号まで又は第七号から第八号までのいずれ
かに該当する者であるとき。

十二 　申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介
護に係る指定の申請者に限る。）が、法人でない事業所で、その管理者が第四号の二から第五号の三まで、第六号の二又は第七号から第
八号までのいずれかに該当する者であるとき。

介護保険法施行令
(労働に関する法律の規定)
第三十五条の三　法第七十条第二項第五号の二（法第七十条の二第四項（法第七十八条の十二、第百十五条の十一、第百十五条の二
十一及び第百十五条の三十一において準用する場合を含む。）において準用する場合を含む。）、第七十八条の二第四項第五号の二（法第
七十八条の十四第三項において準用する場合を含む。）、第七十九条第二項第四号の二（法第七十九条の二第四項において準用する場合
を含む。）、第八十六条第二項第三号の二（法第八十六条の二第四項において準用する場合を含む。）、第九十四条第三項第五号の二（法
第九十四条の二第四項において準用する場合を含む。）、第百七条第三項第六号（法第百八条第四項において準用する場合を含む。）、第
百十五条の二第二項第五号の二、第百十五条の十二第二項第五号の二及び第百十五条の二十二第二項第四号の二の労働に関する法
律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。

一　労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）第百十七条、第百十八条第一項（同法第六条及び第五十六条の規定に係る部分に限
る。）、第百十九条（同法第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第三十七条の規定に係る部分に限る。）及び第百二十条（同法第十
八条第七項及び第二十三条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。）の規定並びに当該規定に係る同法第百二十一条の規定（こ
れらの規定が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和六十年法律第八十八号）第四十四条
（第四項を除く。）の規定により適用される場合を含む。）



【様式14-2】

令和 年 月 日

調　布　市　長　　宛

【介護保険法第七十八条の二第四項】

第七十八条の二　

一 　申請者が市町村の条例で定める者でないとき。 

名称

代表者氏名

介護保険法第７８条の２第４項各号及び第１１５条の１２第２項各号の
規定等に該当しない旨の誓約書

　申請者，申請者の法人役員等が下記のいずれにも該当しない者であること及び申請事項に虚偽がない
ことを誓約します。
　また，現在及び将来に渡って，申請者及び申請者の法人役員等が調布市暴力団排除条例第２条第３
号，第５号若しくは第６号に該当するもの又は関係を有するものでないことを誓約します。さらに，調布市
が，調布市暴力団排除条例第４条に基づき，必要に応じて，申請者及び申請者の法人役員等の情報を
警視庁に照会することについて，同意します。なお，その際は，調布市からの依頼に応じ，必要な情報提
供を迅速かつ誠意を持って行います。

記

４ 　市町村長は、第一項の申請があった場合において、次の各号（病院又は診療所により行われる複合型サービス（厚生労働省令で定める
ものに限る。第六項において同じ。）に係る指定の申請にあっては、第六号の二、第六号の三、第十号及び第十二号を除く。）のいずれかに該
当するときは、第四十二条の二第一項本文の指定をしてはならない。

五の二 　申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける
ことがなくなるまでの者であるとき。

三 　申請者が、第七十八条の四第二項又は第五項に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適
正な地域密着型サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。

四 　当該申請に係る事業所が当該市町村の区域の外にある場合であって、その所在地の市町村長（以下この条において「所在地市町村
長」という。）の同意を得ていないとき。

四の二 　申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

五 　申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執
行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

二 　当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第七十八条の四第一項の市町村の条例で定める基準若しくは同項
の市町村の条例で定める員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準を満たしていないと
き。

申請者

所在地

五の三 　申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、
当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き
続き滞納している者であるとき。

六 　申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
に係る指定の申請者を除く。）が、第七十八条の十（第二号から第五号までを除く。）の規定により指定（認知症対応型共同生活介護、地域
密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定を除く。）を取り消され、その取消しの日
から起算して五年を経過しない者（当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五
条 の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含
み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者で
あった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。）であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型サービ
ス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着
型サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型サービス事業者が
有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生
労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

六の二 　申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活
介護に係る指定の申請者に限る。）が、第七十八条の十（第二号から第五号までを除く。）の規定により指定（認知症対応型共同生活介
護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定に限る。）を取り消され、その
取消しの日から起算して五年を経過しない者（当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手
続法第十五条 の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過し
ないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業
所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。）であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定地域
密着型サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指
定地域密着型サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型サービ
ス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるも
のとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。



【介護保険法第百十五条の十二第二項】

第百十五条の十二 　

十 　申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
に係る指定の申請者に限る。）が、法人で、その役員等のうちに第四号の二から第五号の三まで、第六号の二又は第七号から第八号までの
いずれかに該当する者のあるものであるとき。

十一 　申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介
護に係る指定の申請者を除く。）が、法人でない事業所で、その管理者が第四号の二から第六号まで又は第七号から第八号までのいずれ
かに該当する者であるとき。

十二 　申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介
護に係る指定の申請者に限る。）が、法人でない事業所で、その管理者が第四号の二から第五号の三まで、第六号の二又は第七号から第
八号までのいずれかに該当する者であるとき。

２ 　市町村長は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第五十四条の二第一項本文の指定をしてはな
らない。

六の三 　申請者と密接な関係を有する者（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者と密接な関係を有する者
を除く。）が、第七十八条の十（第二号から第五号までを除く。）の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過し
ていないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となっ
た事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況そ
の他の当該事実に関して当該指定地域密着型サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消し
に該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

七 　申請者が、第七十八条の十（第二号から第五号までを除く。）の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条 の規定
による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第七十八条の五第二項 の規定による事業の
廃止の届出をした者（当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。）又は第七十八条の八 の規定による指定の辞退をした者（当
該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。）で、当該届出又は指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

七の二 　前号に規定する期間内に第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止の届出又は第七十八条の八の規定による指定の辞
退があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人（当該事業の廃止について相当の理由がある
法人を除く。）の役員等若しくは当該届出に係る法人でない事業所（当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。）の管理者で
あった者又は当該指定の辞退に係る法人（当該指定の辞退について相当の理由がある法人を除く。）の役員等若しくは当該指定の辞退に
係る法人でない事業所（当該指定の辞退について相当の理由があるものを除く。）の管理者であった者で、当該届出又は指定の辞退の日
から起算して五年を経過しないものであるとき。

八 　申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

九 　申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
に係る指定の申請者を除く。）が、法人で、その役員等のうちに第四号の二から第六号まで又は前三号のいずれかに該当する者のあるもの
であるとき。

二 　当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第百十五条の十四第一項の市町村の条例で定める基準若しくは同
項の市町村の条例で定める員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準を満たし
ていないとき。

三 　申請者が、第百十五条の十四第二項又は第五項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な
支援の方法に関する基準又は指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な地域密着型介護
予防サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。

四 　当該申請に係る事業所が当該市町村の区域の外にある場合であって、その所在地の市町村長の同意を得ていないとき。

四の二 　申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

五 　申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執
行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

五の二 　申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける
ことがなくなるまでの者であるとき。

五の三 　申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、
当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き
続き滞納している者であるとき。

六 　申請者（介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者を除く。）が、第百十五条の十九（第二号から第五号までを除
く。）の規定により指定（介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定を除く。）を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過
しない者（当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条 の規定による通知が
あった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消さ
れた者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの
日から起算して五年を経過しないものを含む。）であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型介護予防サービス事業者の指
定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型介護予防
サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型介護予防サービス事
業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとし
て厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

六の二 　申請者（介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者に限る。）が、第百十五条の十九（第二号から第五号までを
除く。）の規定により指定（介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定に限る。）を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経
過しない者（当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条 の規定による通知
があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消
された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消し
の日から起算して五年を経過しないものを含む。）であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型介護予防サービス事業者の
指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型介護予防
サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型介護予防サービス事
業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとし
て厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

一 　申請者が市町村の条例で定める者でないとき。 



二　最低賃金法（昭和三十四年法律第百三十七号）第四十条の規定及び同条の規定に係る同法第四十二条の規定

三　賃金の支払の確保等に関する法律（昭和五十一年法律第三十四号）第十八条の規定及び同条の規定に係る同法第二十条の規定

七の二 　前号に規定する期間内に第百十五条の十五第二項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の
通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人（当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。）の役員等又は当該届出に係る
法人でない事業所（当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。）の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経
過しないものであるとき。

六の三 　申請者と密接な関係を有する者が、第百十五条の十九（第二号から第五号までを除く。）の規定により指定を取り消され、その取
消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の取消
しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型介護予防サービス事業
者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型介護予防サービス事業者が有して
いた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働
省令で定めるものに該当する場合を除く。

七 　申請者が、第百十五条の十九（第二号から第五号までを除く。）の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条 の規
定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第百十五条の十五第二項 の規定による事
業の廃止の届出をした者（当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。）で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもので
あるとき。

一　労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）第百十七条、第百十八条第一項（同法第六条及び第五十六条の規定に係る部分に限
る。）、第百十九条（同法第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第三十七条の規定に係る部分に限る。）及び第百二十条（同法第十
八条第七項及び第二十三条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。）の規定並びに当該規定に係る同法第百二十一条の規定（こ
れらの規定が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和六十年法律第八十八号）第四十四条
（第四項を除く。）の規定により適用される場合を含む。）

八 　申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

九 　申請者（介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者を除く。）が、法人で、その役員等のうちに第四号の二から第六号
まで又は前三号のいずれかに該当する者のあるものであるとき。

十 　申請者（介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者に限る。）が、法人で、その役員等のうちに第四号の二から第五
号の三まで、第六号の二又は第七号から第八号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。

十一 　申請者（介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者を除く。）が、法人でない事業所で、その管理者が第四号の二
から第六号まで又は第七号から第八号までのいずれかに該当する者であるとき。

十二 　申請者（介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者に限る。）が、法人でない事業所で、その管理者が第四号の二
から第五号の三まで、第六号の二又は第七号から第八号までのいずれかに該当する者であるとき。

介護保険法施行令
(労働に関する法律の規定)
第三十五条の三　法第七十条第二項第五号の二（法第七十条の二第四項（法第七十八条の十二、第百十五条の十一、第百十五条の二
十一及び第百十五条の三十一において準用する場合を含む。）において準用する場合を含む。）、第七十八条の二第四項第五号の二（法第
七十八条の十四第三項において準用する場合を含む。）、第七十九条第二項第四号の二（法第七十九条の二第四項において準用する場合
を含む。）、第八十六条第二項第三号の二（法第八十六条の二第四項において準用する場合を含む。）、第九十四条第三項第五号の二（法
第九十四条の二第四項において準用する場合を含む。）、第百七条第三項第六号（法第百八条第四項において準用する場合を含む。）、第
百十五条の二第二項第五号の二、第百十五条の十二第二項第五号の二及び第百十五条の二十二第二項第四号の二の労働に関する法
律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。



《ファイルへの綴じ方（Ａ４縦型フラットファイル）》
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１　公募全般について

２　提出書類について

原則，土地・建物には担保権が設定されていないことを確認してくださ
い。ただし，指定申請までに抹消が確実な担保権やＧＨ等を整備する
ための借入金を被担保債権とする抵当権の設定は可能です。
当該公募の応募時点で担保権が設定されている場合は，上記を証
明する資料を提出してください。
なお，根抵当権の設定は一切認めておりません。

3

短期利用共同生活介護の実施を予定する
ことで審査が不利になることはありますか。
【ＧＨ】

ありません。

介護予防の受入枠に決まりは。
【ＧＨ，小多機，認知デイ】

ありません。

スプリンクラーの仕様（乾式・湿式等）に指
定はありますか。【ＧＨ・小多機・看多機等】

ありません。

土地・建物の担保権について，注意すべき
点はありますか。

書類
No.

質問内容 回答

副本に添付する証明書は，本書の写しでか
まわないか。

かまいません。

8 シックハウスへの対応は。

シックハウスに配慮した計画・運営等としてください。開設時期から逆
算し，余裕のある工程（竣工，備品搬入等）としてください。
また，介護福祉施設に適した建築設備（給排水，換気，防災，昇降
機等）の設置，それに伴う必要な検査等は必ず実施してください。

9
シックハウス検査は，何種類の化学物質を
測定すれば良いか。また，全ての居室で行
う必要があるか。

最低でも，（ユニット毎の）リビング・食堂，居室（ランダムで１室）で国
土交通省が定めた6物質の測定を行ってください。
なお，検査時期は家具等の搬入後に行い（工事完了後の2回実施が
望ましい），13物質+ＴＶＯＣまで検査することが望ましいです。

6
次点繰り上げ等で選定されることはあります
か。

ありません。再度，公募を行います。

7 建築確認は市へ依頼する必要があるか。
原則，当市の建築担当部署で実施してください。選定されましたら，
市条例・関係法令等に関する協議・確認を随時進めてください。

4
生活保護受給者への介護サービス提供も
可能ですか。

生活保護受給者へ介護サービスを提供する場合は，生活保護法に
よる指定介護機関の指定を受ける必要があります。指定申請後，東
京都へ届け出てください。

5
プレゼンテーション・質疑応答はどのようなこ
とを行うのか。

自己紹介・事業紹介の後，質疑応答の時間を設けます。予定してい
る管理者や計画作成責任者が，質疑応答に参加されるのが望ましい
です。なお，応募状況・提出書類によっては，全ての事業者に参加を
要請するものではありません（別途通知有）。

2
募集期間中に全ての書類の提出が難し
い。出来た書類から提出してよいか。

原則，全ての書類を揃えて御申請いただきます。ただし，御相談には
応じますので，早めの御連絡をお願いします。

3
老人福祉法上で定められた必要な届出と
は。

「老人居宅生活支援事業開始届」や「老人デイサービスセンター等設
置届」などのことです。指定申請後，実施するサービスに合わせて東
京都へ届け出てください。

Ｑ＆Ａ

No. 質問内容 回答

1
介護予防サービスの指定を同時に申請す
る場合，申請書類はそれぞれ作成する必
要がありますか。

同一の事業所で，一体的に運営する介護予防サービス事業を同時
に申請する場合は，申請書類及び添付書類は一部で構いません。



公募している整備圏域外の連携についても
記載してよいでしょうか。

構いません。連携・協力が図られている地域資源であれば記載してく
ださい。

土地・建物・図面における従業員への配慮
とはなんですか。

従業員への配慮（通勤し易い立地，職員用更衣室，休憩室の確保
等）は，安定した雇用や離職率の低下に繋がります。審査対象となり
ますので，配慮された点等ございましたら御記載ください。

地域資源とはなんでしょうか。
介護事業者，医療機関，福祉事業者，地区協議会・自治会，商店
会，児童施設，民生委員，老人クラブ，ボランティア団体等のあらゆ
る資源を含みます。

19
申請時点で確定していない場合，氏名欄
等はどのように記載すればよいか。

氏名欄は未記載で構いません。ただし，計画している職員配置，勤務
状況，勤務形態が分かるよう記載してください。

実績・経験が無い場合は。

当該サービスや調布市内等での実績・経験が特に無い場合は，経験
のある事業者等との連携及び支援体制の構築や，経験のある従業
員の採用のなどにより，実績・経験がない点をどのように補うかを記載
してください。

生活保護者の受け入れは必須か。

審査対象となりますので回答しかねます。
なお，平成２６年７月１日以降に新たに介護保険法の指定を受けた
サービスは，同時に生活保護法の指定介護機関の指定を受けたもの
とみなされます。生活保護法の指定を受けない場合は，別途東京都
へ届出が必要となりますので御注意ください。

離職率が不明の場合の記載方法は。

実績・経験同様に，特にデータが無い場合は，介護業界全般の状況
等を踏まえながら記載してください。また，当該サービス以外の介護
保険サービスを運営されている場合で，その離職率が分かる場合は
そちらの数字も参考としてください。
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16 「滞納なし」の証明でも可能か。 可能です。

18
家賃等の設定金額の目安はありますか。他
の事業所の金額は教えてもらえるか。

目安等の設定金額については，審査対象となりますので回答しかね
ます。
ただし，市民（低所得者含む）が負担する費用については，「居住，滞
在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針」を確認
し，適正・妥当な金額を設定したいただき，サービスを利用し易い環
境を整えていただくようお願いします。
なお，ＧＨ家賃等の設定に関する通知文書（参考資料１）も参考にし
てください。
※他のＧＨの金額は，調布市グループホーム連絡会が発行する「グ
ループホーム一覧」で御確認いただけます（市役所窓口配架中）。

12
連結決算を行っている場合，連結と個別の
どちらを出せば良いか。

介護事業に関する部門を評価するため，個別財務諸表を提出してく
ださい。

15 通帳のコピーは可能か。 金融機関の発行する預金残高証明書を御提出ください。

10
応募時に管理者・計画作成担当者を確定
する必要がありますか。

予定で構いませんので提出してください。なお，指定申請時には確定
している必要があります。なお，申請内容から変更が生じる場合は，
早急に御連絡ください。

11
法人全体ではなく，介護事業に関する部門
のみで良いか。

法人全体を記載してください。

7 応募時点で存在せず，添付することができ
ません。どのようにすればよいですか。

他事業所で運用している規程・規則等を添付してください。
8

9 法人代表でなくても構いませんか。
法人代表でない者を事業所代表に充てる場合は，その者が法人のど
の部門に所属するかを確認するため，組織図を添付してください。

書類
No.

質問内容 回答

5
「発行から３か月以内」の他に注意点はあり
ますか。

目的欄に当該事業に関する記載が必要です。記載がない場合は受
理できません。
【記載例】
介護保険法に基づく地域密着型サービス事業
　認知症対応型共同生活介護
介護保険法に基づく地域密着型介護予防サービス事業
　介護予防認知症対応型共同生活介護

6 「最新のもの」以外に注意点はありますか。
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駐車場は何台分用意しなければならないで
しょうか。

審査対象となりますので回答しかねます。ただし，来客用，事業所・職
員，緊急車両用等が確認できるように記載してください。

面積の算出方法は。
内法により算出ください。居室，居間，食堂等の面積が確認出来るよ
う記載してください。

防災上で注意すべき点はありますか。
審査対象となりますので回答しかねます。ただし，消防設備機器の設
置，２方向避難の確保は必須となります。
消防法上の確認等については，消防署に相談のうえ御提出ください。

設備基準にない設備（菜園，機能訓練室
等）の整備は可能でしょうか。

審査対象となりますので具体的には回答しかねます。ただし，事業所
の特色として評価される場合があるため，図面や事業計画提案書
（資料No.20）等へ分かりやすく表記・記載してください。

土地・建物を賃借する場合，実際に借り始
める日は指定が決定してからで良いか。

契約完了していれば構いません。開設時期に間に合うよう（備品搬
入，シックハウス等へ配慮），余裕を持って賃借日を決めてください。

賃貸借の期間に決まりはあるか。
3年以下（GHは最低10年）など短い期間の場合は，更新ができること
の記載があることが必要です。

29
近隣住民・周辺地域への説明は，どのくら
いの範囲まで行えばよいか。

最低でも，敷地境界線から50ｍ範囲内に居住する方やその自治会・
包括等へ説明を行ってください。また，予定地の学区域にある小学校
にも説明をお願いします（説明の仕方は，各学校へ御確認ください）。
なお，説明範囲については，あらかじめ御相談ください。
万が一，近隣住民・周辺地域等の賛同・協力が得られない場合は，
指定いたしませんので御承知おきください。

24

改定率はどのように設定すればよいでしょう
か。

改定率も含めて審査対象となりますので回答しかねます。

（開設当初）利用者の増加に合わせて職員
を採用すればよいか。

従業者等は，開設時点で定められた人数（ＧＨでは２ユニット分）を配
置してください。また，必要な研修等を開設前までに行い，余裕を持っ
て十分な準備を行ってください。

28

運営法人と建物貸借の名義法人が異なっ
ても構わないか。

実質的に二者間の契約関係と同一視できる場合は，直接，運営法
人が建物等所有者と賃貸借契約を結ばなくても構いません。
ただし，建物等所有者と賃貸借契約を締結した法人と運営法人が転
借契約を結ぶ必要があり，その書類の添付が必要となります。

法人代表者等の所有する建物で事業を行
う場合は，所有者個人と法人で契約を交わ
す必要があるか。

賃貸借契約（使用賃貸借契約）を交わしてください。

23

銀行借入を予定している場合，借入証明
書等の提出は必要か。

必須要件ではありませんが，借入証明書等の発行を受けている場合
は御提出いただきますようお願いします。

現時点において，補助金は見込めないとい
うことでよいでしょうか。

お見込みのとおりです。

補助金を見込んでの融資を資金計画に含
めることは可能か。

補助金を見込んだ融資（つなぎ融資）を資金計画に含めることは認め
ておりません。

21

離職率が不明の場合の記載方法は。

当該サービス以外の介護保険サービスを運営されている場合，その
離職率が分かる場合はそちらの数字・サービス名を記入してください。
なお，介護保険サービスに初めて参入される場合は，添付の必要は
ありません。

同一人物による同年度中の入退職の記載
方法は。

備考欄にその旨記載してください。

書類
No.

質問内容 回答


